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平成20年度 厚生労働省予算概算要求総括表  

【一般会計】  

（単位：億円）  

平成19年度  平成20年度  
増△減額  

区  

予算額  要求・要望額  

（A）  （B）  （B）－（A）   

般 計  214，769  221，604  6，835  

・・年金・医療等に係る経費  201，910  206，123  4，214  

・義 
務的経責  5，359  5，965  606  

〔差金壷医驚等忘係そ〕  

・公共事業関係費（水道）  770  930  159  

・その他経費  6，730  8，587  1，856   

（注1）平成20年度要求・要望額は、「重点施策推進要望枠」を含んでいる。また、政府管掌健康保険の公法人   

への移行等に伴う経費区分の変更を含んでいるため、増△減額が概算要求基準と一致しないものがある。  

（注2）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。   

○ 年金・医療等に係る経費について、概算要求基準額の範囲内に収めるための  
方策については、予算編成過程において引き続き検討する。  

○ 予算編成過程で検討  

1．基礎年金国庫負担割合引上げに係る経費   
2．「重点戦略策定に向けての基本的考え方」（平成19年6月1日「子どもと家族   
を応援する日本」重点戦略検討会議）に基づく少子化対策につき国が負担する   

こととなる経貴   

3．「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」   
（平成19年7月5日政府・与党合意）に基づく対策に係る経責 等  
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【特別会計】  

（単位：億円）  

平成19年度  平成20年度  増△減額  

区  

予算額  要求・要望額  

（A）  （B）  （B）－（A）   

特別 
計  759，733  770，306  10，573  

年金特別会計  722，335  734，984  12，649  

船員保険特別会計  651  666  15  

労働保険特別会計  35，254  32，925  △2，329  

国立高度専門医療センター  1，493  1，731  238   

特別会計  

（注1）特別会計の金額は、それぞれの勘定の歳出額を合計したものである。  

ただし、労働保険特別会計においては、徴収勘定を除いたものである。  

（注2）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。  
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夢7 慮虜を皇一昔と安心で屠のノ看い犀療の厨房筈の   

ための及宥の鹿遭  

「緊急医師確保対策について」（平成19年5月）に基づく医師確保対策をはじめ  

とした地域医療の確保など、安全・安心で質の高い医療提供体制の充実を図る。   

また、子どもを守り育てる健康対策、女性を応援する健康プログラム、メタポリ  

ックシンドローム対策などの健康施策を総合的に進める「新健康フロンティア戦  

略」（平成19年4月）を推進する。   

特に、がん対策については、「がん対策推進基本計画」（平成19年6月）に基づ  

き、放射線療法・化学療法の推進と専門医等の育成、治療の初期段階からの緩和ケ  

アの実施、がん登録の推進などを重点課題として、総合的かつ計画的に推進する。   

また、革新的な医薬品・医療機器の創出については、「革新的医薬品・医療機器創  

出のための5か年戦略」（平成19年4月）に基づく施策を推進する。   

このほか、新型インフルエンザ対策、肝炎対策等の感染症・疾病対策を推進する。   

医療保険制度については、後期高齢者医療制度等の円滑な施行を図るとともに、  

医療費適正化に関する施策を推進する。  

1 医師確保対策などの安全・安心で質の高い医療提供体制の充実  

765億円（650億円）  

160億円   

30億円   

8．3億円   

（1）医師確保対策の更なる推進  

○ 医師派遣システムの構築  

・ 医師派遣体制の構築・推進  

都道府県が医療対策協議会における検討に基づき実施する医師派遣に対して支  

援を行う。   

また、医師確保の必要性や緊急性が高く、かつ、都道府県において域内での医  

師派遣について十分に検討するなどの努力を行ってもなお必要な医師が確保でき  

ない地域に対し、安定的に医師が確保できるまでの間、国レベルで緊急臨時的な  

医師派遣を行う体制をつくる。   

医師派遣に協力する病院の診療体制の強化（新規）  21億円   

派遣元の病院において、派遣医師が従前行っていた業務をカバーする医師など  

派遣医師以外の医師の負担を軽減するとともに、診療体制の強化を図るため、診  

療体制の確保や医療機器等の整備に対する支援を併せて行う。  
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○ 病院勤務医の過重労働解消のための勤務環境の整備等（新規）  

13億円  

病院勤務医の過重労働を解消するため、交代勤務制、変則勤務制等を導入する病   

院への支援措置を講ずるとともに、病院勤務医の事務を補助する医療補助者の配置   

を推進する。  

また、産科医療機関が減少している現状にかんがみ、産科医療機関への財政的支   

援を実施するとともに、産科医の負担を軽減し、安全で安心なお産の場を確保する   

ために必要な総合的な助産師確保策を推進する。  

23億円  

5．2億円  

○ 女性医師等の働きやすい職場環境の整備   

・ 女性医師の復職研修支援の推進（新規）  

女性医師の復職に向けて病院等で行われる研修等への支援を行う。  

女性医師バンクの体制の充実、病院内保育所の拡充等  18億円   

女性医師バンクの体制の充実を図るとともに、病院内保育所の更なる拡充等に  

より、女性医師、看護職員等の離職防止及び再就業の促進を図る。  

○ 研修医の都市への集中の是正等  25億円  

医師不足地域における研修の支援（新規）  24億円  

都市部の臨床研修病院の研修医が一定期間医師不足地域等で研修を行うことに   

対する支援や、医師不足地域等の臨床研修病院が、研修医の確保を図るために、  

自らの研修プログラム等を研修医に対しPRすることを支援する事業を創設する。   

マグネットホスピタル研修事業の推進  1．4億円   

臨床研修後の専門医に向けた研修について、地域医療への従事と関連づけた事  

業を推進する。  

○ 医療リスクに対する支援体制の整備  2．3億円  

産科医療補償制度創設後における一定の支援を行うとともに、診療行為に関連し   

た死亡に係る死因の調査や臨床評価・分析、再発防止等に取り組む組織が創設され   

た場合に必要となる準備体制を確保する。  

○ 患者アクセスの支援  1．7億円  

・ 医師不足地域における患者輸送車の運行支援（新規）  77百万円  

特定の地域や診療科で医師が不足している現状において、 患者の医療機関まで   

のアクセスを確保するための車の運行に対する支援を行う。  
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患者宿泊施設の整備に対する支援   

離島等アクセスが悪い地域の患者等が拠点病院を利用するための患者宿泊施設  

の施設・設備整備に対する支援を行う。  

（医療施設等施設・設備整備費補助金（合計18億円）の内数）  

○ 小児科・産科をはじめ地域の拠点となる病院づくりとネットワーク   

化などの取組  93億円  

小児科・産科医療体制の集約化・重点化を行うため、他科病床への医療機能の変   

更等に係る整備に対する支援を行うとともに、へき地・離島の診療所における地域   

保健・医療の研修、小児科・産科や医師不足地域の病院における宿日直研修に対す   

る支援を行うなど、地域医療提供体制の確保を図る。  

（2）安全■安心で質の高い医療の基盤整備  676億円   

○ 小児救急医療体制・ドクターヘリの整備をはじめとする救急医療体  

制の確保  95億円  

特に予後に重大な影響を伴い、初期の救命医療が重要な脳卒中、心筋梗塞その他  

重度外傷等に対応できるよう、高度の救命救急センターにおける専門医の確保を図  

るとともに、既存の救命救急センターまで相当の時間を要する地域に対し、「地域  

救命救急センター・（仮称）」の設置を図るほか、ドクターヘリ（医師が同乗する救  

急医療用ヘリコプター）事業を推進する。  

また、小児の二次救急医療を担う小児救急支援事業、小児救急拠点病院の休日夜  

間における診療体制の確保や小児救急電話相談事業（♯8000）など小児救急医  

療体制を確保する。  

○ へき地などの保健医療対策の充実  55億円  

各都道府県が設置するへき地医療支援機構の体制を強化し、へき地・離島の診療   

所等に対する支援の充実を図る。  

○ 看護職員の資質向上と就業継続支援  102億円  

・新人看護師に対する医療安全推進モデル研修の実施（新規）  2．5億円  

医療安全の確保に向け・、十分な教育体制と研修プログラムに基づき新人看護師  

に対する研修を試行的に実施する。   

看護職員の就業継続支援  8百万円   

多様な勤務形態により看護職員を活用している医療機関の事例を普及すること  

により看護職員の就業の促進を図る。  
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（3）医療分野における情報化の推進  32億円  

○ 個人が本人の健康情報を活用できる基盤づくりに向けた取組  

（新規）  1．4億円  

電子化される健康情報の高度利活用を図るため、医療・健診等データの相互利用  

をはじめとする情報共有のための方策、情報技術者のいない医療機関において医療  

情報を長期にわたり安全に保管するための方策及び個人の健康情報を有効に医療へ  

活用するための方策について検討するための試行的事業を実施する。  

○ 医療情報システムのための医療知識基盤データベースの研究開発  

1．7億円  

医療分野の情報化に伴い蓄積される医療情報から、臨床研究や診療に有用な情報   

を効率的に得られるよう、容易に検索や解析が可能なデータベースを研究開発する。  

○ 医療情報システムの相互運用性確保に向けた取組  1．4億円  

医療機関内の仕様の異なる各システムの相互接続性や互換性を確保するための取   

組を進め、システムの標準化を図り、効率的な医療情報システムの普及を図る。  

○ レセプトオンライン化の推進  23億円  

レセプトのオンライン化を進めるとともに、医療サービスの質の向上等を図るた   

め、全国規模でのレセプトデータの収集・分析のための体制を構築する。  

2 新健康フロンティア戦略の推進  

1，905億円（1，699億円）  

（1）子どもを守り育てる健康対策（子どもの健康力）  

○ 産科・小児科医療の確保（一部再掲）  

100億円   

91億円   

産科医療機関が減少している現状にかんがみ、産科医療機関への財政的支援を行  

うとともに、周産期医療体制（出産前後の母体・胎児や新生児に対する産科・小児  

科双方からの一貫した医療体制）の整備を進める。   

また、小児の二次救急医療を担う小児救急支援事業、小児救急拠点病院の休日夜  

間における診療体制の確保や小児救急電話相談事業（♯8000）など小児救急医  

療体制を確保する。  
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○ 発達障害児等を支援する体制の構築  8．8億円   

・ 発達障害者支援センター等における支援  2．1億円  

発達障害者支援センターにおいて、発達障害児等やその家族への支援を行うと  

ともに、都道府県等の各圏域において、ライフステージに対応した一貫した支援  

を行うためのネットワークを構築する。   

子どもの心の診療拠点病院の整備（新規）   

発達障害、児童虐待など、様々な子どもの心の問題に対応するため、都道府県  

域における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福祉機関等と連携した支援体  

制の構築を図るための事業を実施するとともに、中央拠点病院の整備を併せて行  

い、人材育成や都道府県拠点病院に対する技術的支援等を行う。  

（母子保健医療対策等総合支援事業（統合補助金）（51億円）の内数）   

発達障害者への支援手法の開発や普及啓発の着実な実施  6．4億円   

先駆的な取組を通じて発達障害児等への有効な支援手法を開発・確立するとと  

もに、発達障害児等支援に携わる職員等への研修や発達障害情報センターによる  

全国の関係機関等への情報提供及び普及啓発を行う。  

（2）女性を応援する健康プログラム（女性の健康力）  288億円  

○ 女性の健康的な「自分」づくりの支援及び「女性のニーズに合った  

医療」の推進  157億円  

女性の健康づくりを支援するため、食事バランスガイドを活用した健全な食生活  

の普及啓発、エクササイズガイドを活用した自分の健康状況やライフスタイルにあ  

った運動習慣の普及啓発、若年女性の喫煙防止対策及び骨粗しょう症検診の受診勧  

奨を推進するための普及啓発等を行う。  

O 「女性のがん」への挑戦（第1－3で詳述）  27億円  

全国的に整備されたマンモグラフィによる乳がん検診を推進するための診断支援   

や精密検査に用いるマンモコイルのがん診療連携拠点病院への緊急整備を実施する   

とともに、予防等に関する普及啓発を行う。  

（3）メタポリックシンドロー ム対策の一層の推進  

（メタポリツクシンドローム克服力）  110億円  

○ メタポリッウシンドローム対策・糖尿病予防の重点的推進 51億円  

・ 糖尿病等の生活習慣病対策推進費（新規）  4．3億円  

糖尿病等の生活習慣病を効果的かつ効率的に予防・治療するため、個人の特徴に  

応じた予防・治療（テーラーメイド予防・治療）の方法の研究開発や普及等を行う。  

－5－   



「健やか生活習慣国民運動」の推進  52百万円   

「健やか生活習慣国民運動全国協議会（仮称）」を設置して、普及啓発キャン  

ペーンの展開（中央行事の開催）、全国の先進的事例の収集・情報提供等を行い、  

運動習慣の定着、食生活の改善及び禁煙を柱とした「健やか生活習慣国民運動」  

を推進する。  

○ 効果的な健康診査t保健指導の実施体制の充実等  58億円  

健康診査・保健指導の実施体制の充実（新規）  1．3億円  

平成20年度から40歳以上の被保険者・被扶養者を対象とする糖尿病等に着   

目した健康診査及び保健指導（特定健康診査・特定保健指導）の実施を医療保険   

者に義務付けることに伴い、保健師や管理栄養士に対する地域の実情に応じた研   

修プログラムの実施、関係機関との連携など保健指導を円滑に行うための拠点整   

備、保健指導の効果についての検証及びその内容を反映した健康診査・保健指導   

を担う人材の資質向上を推進し、特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施を図る。   

健康増進事業の円滑な実施（新規）  57億円   

平成20年度から健康増進法に基づき市町村が実施することとなる健康増進事  

業（健康教育、健康相談等）の円滑な実施を図る。  

（4）がん対策の一層の推進（がん克服力）（第1－3で詳述） 282億円  

（5）こころの健康づくり（こころの健康力）  50億円   

○ 認知症対策の一層の推進  39億円  

認知症ケアの高度化（新規）  77百万円  

介護サービスを提供する現場における認知症の方々やその家族のニーズに適切  

に対応するため、国内外の認知症ケア実践例に関する情報の集積、分析評価及び  

発信を行い、認知症ケアの高度化を図る。   

認知症医療提供体制の整備等  20億円   

認知症の原因疾患の診断や認知症の周辺症状及び身体合併症に関する医療の提  

供体制を整備するとともに、予防、早期診断、治療の向上に向けた調査研究を推  

進する。  
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○ うつ対策の一層の推進  12億円  

うつ病の早期発見・治療の推進のため、うつ病等についての普及啓発活動を実施   

するとともに、相談・治療体制の整備を推進するため、かかりつけ医や心理職等を   

対象とした専門的な研修を実施する。  

また、うつ病の病態解明や診断・治療法、うつ病患者の社会復帰のためのプログ   

ラム等に関する研究開発を推進する。  

（6）介護予防対策の一層の推進（介護予防力）  852億円  

インターネットを活用した特定高齢者チェックシステムの開発や骨折予防マニュア   

ル、膝痛・腰痛対策マニュアルの作成など、介護予防対策を一層推進する。  

また、運動器疾患の予防、早期診断、治療の向上に向けた調査研究を推進する。  

（7）人間の活動領域の拡張、医療■福祉技術のイノベーション  

（人間活動領域拡張力、研究開発力）  

○ 革新的医薬品・医療機器の開発  （第1－4で詳述）  

448億円  

292億円  

333億円  

5．1億円   

（8）各種の取組  

○ 歯の健康づくり（歯の健康力）  

幼児期・学齢期のう蝕（むし歯）予防対策、主に成人期の歯周疾患対策及び高齢  

期・寝たきり者等の口腔ケアに関する検討を進めるとともに、在宅歯科医療、口腔  

ケア等に係る専門的知識及び技能を有する歯科医師等を養成することにより8020  

運動をさらに推進する。  

○ 食育の推進（食の選択力）  10億円  

食生活改善推進員等の食育推進活動を支援するほか、食事バランスガイド等の普   

及啓発による健全な食生活に関する情報提供の促進等により、栄養と運動の両面か   

ら肥満予防対策に取り組む。  

3 がん対策の総合的かつ計画的な推進 282億円（212億円）  

（1）放射線療法・化学療法の推進と専門医等の育成  74億円  

2次医療圏に1か所程度整備しているがん診療連携拠点病院に先進的な放射線治療   

機器を緊急整備するとともに、がん医療の専門的な知識及び技能を有する医師、看護   

師、薬剤師、診療放射線技師等を育成するための研修を実施する。  
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（2）治療の初期段階からの緩和ケアの実施  7．4億円  

○ 専門的な緩和ケアの推進  5．3億円  

がん診療に携わる医師に対し緩和ケアやコミュニケーション技術等の研修を行う。  

また、医療用麻薬の適正使用を推進するため、医療関係者向けの研修会を行うと  

ともに、適正使用マニュアルを作成し、医療関係者等へ広く周知する。  

○ 在宅療養・緩和ケアの実施  2．1億円  

在宅における緩和ケアを希望する患者等に対し、在宅緩和ケア支援センターにお   

いて総合的な相談・支援を行うとともに、医療従事者への研修や在宅ホスピスケア   

推進のためのアドバイザー派遣、普及啓発を実施する。  

（3）がん登録の推進  32百万円  

科学的知見に基づく適切ながん医療の提供に資するよう、がん患者の診断・治療内   

容等の情報を把握・分析するため、国立がんセンターにおいて院内がん登録を進める   

とともに、がん診療連携拠点病院等に対して精度の高い院内がん登録を実施するため   

の支援を行う。  

（4）がん予防・早期発見の推進とがん医療水準均てん化の促進   97億円  

○ がん予防・早期発見の推進  55億円  

・乳がん検査用マンモコイルの緊急整備（新規）  11億円  

乳がん検診を更に推進するため、がん診療連携拠点病院に対して、精密検査に  

用いるマンモコイルの緊急整備を実施する。   

がん検診及び普及啓発の推進  13億円   

乳がん検診に用いるマンモグラフィに係る診断支援を可能とするためのモデル  

事業を実施するとともに、がん検診の精度管理に資する検診従事者の育成を進める。   

また、一般国民向けのがんの予防や治療に関するパンフレット並びにがん患者  

及びその家族向けの′ト冊子等を作成するなど、普及啓発を図る。  

○ がん医療水準均てん化の促進  42億円  

がん対策情報センター（国立がんセンターに設置）において、 がん診療連携拠点   

病院と連携し、がん医療に関する最新情報の収集、蓄積、分析、発信を行う。  

また、都道府県がん対策推進計画に基づく事業として、都道府県が新たに実施す   

る地域特性を踏まえた事業や先駆的な事業等に対する支援を行うとともに、がん診   

療連携拠点病院における遠隔病理診断を可能とする体制を整備する。  
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（5）がんに関する研究の推進  103億円  

がんによる死亡者の減少、すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養   

生活の質の維持・向上を図るため、がん対策に資する研究をより一層推進するととも   

に、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上などの研究成果を普及、活用する。  

4 革新的医薬品一医療機器創出の推進 295億円（247億円）  

（1）革新的医薬品・医療機器の研究開発の推進  263億円   

○ 医薬品・医療機器に関する研究費の重点化・拡充  262億円  

臨床研究・実用化研究、がん、精神神経疾患、難病等の重大疾病領域、希少疾病  

領域、新たな技術（バイオマーカー（健康状態を把握するための指標）、テーラー  

メイド医療（個人の特徴に応じた医療）、再生医療、マイクロドーズ（新薬開発の  

ためにごく微量の物質を人体に投与する試験））などの領域を重視し、革新的医薬  

品・医療機器の研究開発を推進する。  

○ ベンチャー企業の育成（新規）  38百万円  

大学発のベンチャー企業等を対象として、治験、承認申請等の薬事制度に係る相   

談に応じる体制を整備する。  

○ アジアとの連携（新規）  77百万円  

中国及び韓国と共同で行う臨床研究を支援する体制を整備するとともに、中国、   

韓国などにおける医薬品治験データの活用に関する調査を実施する。  

（2）臨床研究・治験環境の整備  28億円   

O 「医療クラスター」（仮称）の整備（新規）  15億円  

中核的医療機関を中心として臨床研究推進病床、実験施設、機器等を整備し、産官  

学が密接に連携して基礎研究から臨床研究への実用化を進める「医療クラスター」  

（仮称）の整備を行う。  

○ 再生医療を推進するための拠点の整備（新規）  4．1億円  

再生医療の技術者の養成及び先進技術の民間への技術移転を推進する実施拠点を   

整備する。  

○ 治験■臨床研究の充実のための拠点の整備  7．6億円  

治験拠点病院における治験コーディネーターの配置等、治験環境の充実を図ると   

ともに、関連する医療機関への情報提供等の支援を行う。  
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○ 治験コーディネーター等の養成  89百万円  

治験を円滑に進めるために、医師と患者とのパイプ役となる治験コーディネーター   

や、質の高い治験を効率的に行うために必要な治験データの収集や整理を担当する   

データマネジャーの養成研修を実施する。  

（3）審査の迅速化・質の向上  11億円  

○ 国際共同治験の充実強化（新規・一部再掲）  67百万円  

日米欧三極における医薬品の国際共同治験に関する相談体制の整備や日米両国に  

おける医療機器の同時開発・審査・承認のための検討を行うとともに、中国、韓国  

などにおける医薬品治験データの活用に関する調査等を実施する。  

（4）後発医薬品の使用促進  2．9億円  

後発医薬品の使用促進を図るための関係者による協議会を設置するとともに、後発   

医薬品の信頼性を確保するために、その品質の確認や先発医薬品との同等性などに関   

する情報提供等を行う。  

5 感染症・疾病対策の推進  2，089億円（1，982億円）  

（1）新型インフル工ンザ対策など感染症対策の充実  

○ 新型インフルエンザ対策の更なる推進  

244億円  

151億円   

抗インフルエンザウイルス薬、新型インフルエンザワクチン及び医療従事者のた  

めの個人防護具の備蓄を進めるとともに、新型インフルエンザに対する監視体制の  

強化及び水際対策の推進を図る。   

また、新型インフルエンザの正しい情報を広く国民に提供するとともに、医療従  

事者を対象とした研修を行う。  

○ 新興・再興感染症対策に関する研究の推進  29億円  

新型インフルエンザをはじめとする新興感染症や結核などの再興感染症、感染症   

の原因となる病原体の管理方法など、感染症対策に関する研究を推進する。  

（2）肝炎対策  79億円  

○ 肝炎ウイルス検査・相談・普及啓発の実施  55億円  

市町村や医療保険者において引き続き肝炎ウイルス検査等を実施するとともに、  

保健所等における利便性に配慮した検査・相談体制を整備する。  
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○ 治療水準の向上等  22億円  

都道府県の肝疾患診療連携拠点病院を整備するとともに、肝疾患情報の共有化、   

医療従事者に対する研修等拠点病院に対する支援事業を実施する。  

また、肝疾患の新たな治療方法等の研究開発の推進を図る。  

※ 「従来の延長線上ではない」新たな対策に係る経費の取扱いについては、今後の   

予算編成過程において検討する。  

（3）難病対策  1，178億円  

難治性疾患に関する調査・研究の推進により治療法等の確立と普及を図るとともに、   

難病相談・支援センター事業の充実等により、地域における難病患者の生活支援等の   

推進を図る。  

（4）エイズ対策  89億円  

都道府県の中核拠点病院におけるカウンセリング体制を強化するとともに、県内の   

拠点病院に対し情報提供等の支援を実施する。  

また、集客数の多いイベント等と連動した臨時検査を実施するとともに、青少年や   

同性愛者等に対する普及啓発を行い、エイズ予防を推進する。  

（5）ハンセン病対策  457億円  

ハンセン病療養所入所者の療養を確保するとともに、退所者等の社会生活を支援する。  

また、国立ハンセン病資料館の運営など、ハンセン病に関する正しい知識の普及啓   

発の充実を図る。  

（6）移植対策  27億円  

骨髄バンク事業に係るあっせん業務を強化するとともに、さい帯血の安全管理体制   

の充実を図るための研修事業を実施するほか、引き続き、臓器移植の推進を図る。  

（7）リウマチ・アレルギー対策  14億円  
ぜんそく  

リウマチ、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギーなど免疫   

アレルギー疾患の治療法等の研究を推進するとともに、引き続き、喘息死ゼロ作戦を   

推進する。  
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6 安定的で持続可能な医療保険制度運営の確保  

8兆6，815億円（8兆4，209億円）  

○ 政府管掌健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等に係る医   

療貴国庫負担  8兆6，815億円  

各医療保険制度に係る国庫負担に要する経費を確保するとともに、後期高齢者   

医療制度等の円滑な施行を図る。  

7 医療費適正化に関する施策の推進  599億円  

（1）特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施（新規）  571億円  

平成20年度から医療保険者に40歳以上の被保険者・被扶養者を対象とする糖尿   

病等に着目した健康診査及び保健指導（特定健康診査・特定保健指導）が義務づけら   

れることから、これらの円滑な実施を図る。  

（2）病床転換助成事業の実施（新規）  28億円  

医療の効率的な提供を推進するために、医療療養病床から介護保険施設等への転換   

に伴う整備費用の助成を行い、医療療養病床の再編を推進する。  

ー12－   




